
令和８・９年度の入札参加資格申請において、前回（令和６・７年度申請時）宣言した内容を超える優良取組事例を県HPにて公表することとしています。

優良取組事業者については、下記のとおりです。

No 事業者名称 事業所所在地
【宣言（令和６･７年度申請時）】
コンプライアンス意識の向上のために取り組むこと

【宣言に対する報告】
コンプライアンス意識の向上のために取り組んだこと

1 株式会社工栄
高知市鳥越
５４番地４

・1事業年度にあたり、2回、役員及び従業員に対し、弊社「職務心得」等
を用いた社内研修を実施します。
・継続的な意識向上を図るため、3ヵ月に1回「コンプライアンス行動
チェック表」を実施します。

・令和6年4月、10月、令和7年4月、11月に役員及び従業員に対し社内研
修を実施した。
・令和6年10月の研修にはキャリアコンサルタントの外部講師を招いて研
修を行った。
・3ヵ月に1回「コンプライアンス行動チェック表」によるチェックを実施
した。

2 株式会社ＭＸコンサルタント
高知市鴨部
８９４番地１３

・最新の状況取得や法令遵守を徹底する為、代表者や取締役がコンプライア
ンス講習等に積極的に出席し、社員等へ直接指示していく。
・違反者や疑わしい行為が発生した事が判明した場合には、厳正な処分を行
う事を社内で徹底しています。

・社外のコンプライアンスに関する講習会や研修（例・令和7年10月1日補
償コンサルタント協会員として独禁法研修会に代表者が出席）に積極的に参
加した。
・入札に係る担当者（代表者及び取締役が担当）が過去研修資料を週1から
5日程度見返して復習しています。
・社内では定期的に（毎月第一水曜日に実施）研修をしています。
・高知県土木部政策課主催の事業者向けコンプライアンス研修及び働き方改
革支援研修（研修期間令和6年8月30日から令和6年11月29日まで）及び
（研修期間令和7年9月1日から令和7年12月19日まで） に参加しまし
た。

上記の取り組みの実施により、社員からも談合をしてもメリットは何もない
と言う共通認識が定着しております。

3
一級建築士事務所スタジオヌ
ン

高知市高知県高知市
上町4丁目5-15

コンプライアンスに関するマニュアル等を作成し、経営者及び従業員に周知
します

毎月月初・月末に行っております社内コンプライアンス意識会議の際に、コ
ンプライアンス基本方針の内容を経営者及び従業員で共有させている。

4 株式会社アンプル
吾川郡いの町枝川
６７８－３

１事業年度にあたり、１回、役員及び従業員に対し、社内研修を実施する。
また、高知県が開催するコンプライアンス研修等、社外研修への参加を促
す。

（2024）R6.07.22　当社「コンプライアンス基本方針」の周知を目的と
した研修を実施。
（2024）R6.10.03　「独占禁止法尊守講習会」に参加。(一社)高知県測
量設計業協会及びその他３団体による共催。

（2025）R7.09.01　高知県コンプライアンス研修動画を使い社内研修を
実施。
（2025）R7.09.01　当社「コンプライアンス基本方針」の研修を実施。
（2025）R7.10.01　「独占禁止法尊守講習会」に参加。(一社)高知県測
量設計業協会及びその他３団体による共催。

コンプライアンス意識向上に向けた優良取組事例の公表について


